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令和 8年度 駒澤大学同窓会神奈川西部支部第 5回総会次第 

 

令 和 8 年 6 月 1 3 日 

駒澤 大学深沢キャ ンパス 

司 会  小 林 副 支 部 長 

 

 

１、 開会 

 

２、支部長挨拶 

 

３、議長選出 

 

４、協議事項 

（１）議題 

議案第１号 令和 5年度～ 7 年度 事業活動報告、会計決算報告、会計監査報告について 

議案第２号 令和 8年度～10 年度 事業活動計画（案）、会計予算（案）について 

議案第３号 会則の改正（案）について 

議案第４号 令和 8年度～10 年度 支部の役員・理事・監事・顧問の選任について 

議案第５号 本部会長候補者の推薦について 

議案第６号 神奈川ブロック長候補者の推薦について 

 

（２）その他 

 

5、その他 

 

6, 閉会 

 

 



議案第 1 号 事業活動報告 

令和 5 年度 事業活動報告 神奈川西部支部 

活動月 支部活動 ブロ ック・他支部活動 女性部活動 本部活動等 

４ 3 日（ 水） 令和 4 年度監

査（ 海老名）  

２ ９ 日（ 土） 湘南支部 藤

沢 地 区 会 合 同 地 引 網

（ 藤沢）  

 ２２日（ 土） 全国ブロ

ック 長会議・ 役員推

薦 委 員 会 ・ 懇 親 会

（ 東京）  

５     

６   1 7 日（ 土） 神奈川４支部

長会議（ 東京）  

 １７日（ 土） 全国支部

長 会 ・ 懇 親 会 （ 東

京）  

７ １ ５ 日（ 土） 西部支部役

員会（ 海老名）  

８日（ 土） 神奈川ブロ ック

支部３役会議（ 藤沢）  

  

８  6 日（ 日） 総会資料準備

（ 秦野）  

2 6 日（ 土） 中央支部食

事会 

  

９  1 6 日（ 土） 支部総会（ 深

沢校舎）  

1 6 日（ 土） 4 支部合同

懇親会（ 深沢校舎）  

  

１０   1 3 日（ 金） 横浜地裁

傍聴・食事会（ 横浜）  

 

１１ １ ８ 日（ 土） 西部支部役

員会（ 海老名）  

２ ２ 日（ 水） 箱根駅伝応

援 案 内 状 封 入 作 業 （ 平

塚）  

１１日（ 土） 神奈川ブロ ッ

ク会議（ 藤沢）  

２ ６ 日（ 日） 全国ブロ ック

長会議（ リ モート）  

 4 日～5 日（ 土日）

ホームカミ ングデー 

 

１２     

１  ２ 日（ 火） 神奈川４ 支部

合同箱根駅伝往路祝賀

復路激励会（ 箱根）  

 

３ 日 （ 水 ） 陸 上 競 技 部

OB 会主催慰労会 

２０日（ 土） 神奈川ブロ ッ

ク会議（ 藤沢）  

  

２  ４ 日（ 日） 西部支部役員

会（ 海老名）  

  2 2 日（ 金） 役員推

薦委員会 

３   神奈川ブ ロ ッ ク 女性

大会 

陸上部祝賀会 

 

 

 



令和６年度 事業活動報告 神奈川西部支部 

活動月 支部活動 ブロ ック・他支部活動 女性部活動 本部活動等 

４    ２5 日（ 金） 全国ブロ

ック 長会議・ 役員推

薦 委 員 会 ・ 懇 親 会

（ 東京）  

５ 2 5 日（ 日） 令和５年度監

査・役員会（ 海老名）  

4 日（ 日） 湘南支部藤沢

地 区 会 合 同 地 引 網 （ 藤

沢）  

  

６     2 1 日（ 土） 全国支

部長会・ 懇親会（ 東

京・欠席）  

７ 2 7 日（ 日） 役員会（ 海老

名）  

  1 5 日（ 火） 臨時役

員会（ WEB ）  

８  1 0 日（ 日） 東京支部盆

踊り （ 駒澤大学）  

2 3 日（ 土） 中央支部食

事会 

 2 2 日（ 木） 臨時本

部役員会（ 書面）  

９ 5 日（ 木） 役員会・ 支部

会 費 依 頼 書 封 入 作 業

（ 海老名）  

2 8 日（ 土） 役員会 

1 日（ 日） ブロ ック 会議

（ 藤沢）  

2 3 日 （ 日 ） ブ ロ ッ ク 会

議・懇親会（ 藤沢）  

 3 日（ 火） 臨時全国

支部長会（ 書面）  

1 0   1 4 日（ 月） ブロ ック会議

（ 藤沢）  

3 0 日（ 水） 県警本部

見学と食事会（ 横浜）  

 

１１ １ 0 日（ 日） 箱根駅伝応

援 案 内 状 封 入 作 業 等

（ 海老名）  

2 4 日（ 日） 埼玉支部総

会（ 浦和）  

 2 日～3 日（ 土日）

ホ ームカミ ング デー

２2 日（ 金） 全国ブロ

ック長会議 

１２     

１  ２ 日（ 木） 神奈川４ 支部

合同箱根駅伝往路祝賀

復路激励会（ 箱根）  

 

３ 日 （ 金 ） 陸 上 競 技 部

OB 会主催慰労会 

２０日（ 土） 神奈川ブロ ッ

ク会議（ 藤沢）  

  

２  ４ 日（ 日） 西部支部役員

会（ 海老名）  

  2 2 日（ 金） 役員推

薦委員会 

３   ８ 日（ 土） 第７ 回女性

役員大会 

陸上部祝賀会 

 

 



令和 7 年度 事業活動報告 神奈川西部支部 

活

動

月 

 

支部活動 

 

ブロ ック・他支部活動 

 

本部活動等 

４   ２ 5 日（ 金） 全国ブ ロ ッ ク 長会

議・役員推薦委員会・懇親会（ 東

京）  

５ 2 5 日（ 日） 令和５年度監査、＃1

理事会（ 海老名）  

3 日（ 土） 湘南支部藤沢地区会

合同地引網（ 藤沢）  

 

６   2 1 日（ 土） 全国支部長会・懇親

会 

７ 2 7 日（ 日） ＃2 理事会（ 海老名）   

８   1 0 日 （ 日 ） 東 京 支 部 盆 踊 り

（ 駒澤大学）  

2 3 日（ 土） 中央支部食事会 

3 1 日（ 日） ＃1 ブロ ック会議

（ 藤沢）  

 

９    

1 0  1 8 日（ 土） ＃3 理事会（ 海老名） 2 6 日（ 日） ＃2 ブロ ック会議

（ 藤沢）  

 

１１ ９日（ 日） ＃4 理事会 箱根駅伝

応 援 案 内 状 封 入 作業 等（ 海 老

名）  

3 0 日（ 日） ＃3 ブロ ック会議 1 日～2 日（ 土日） ホームカミ ン

グデー２1 日（ 金） 全国ブロ ック

長会議・推薦委員会 

１２    

１  ２日（ 金） 神奈川４支部合同箱根

駅 伝 往 路 祝 賀 復 路激 励会 （ 箱

根）  

１８日（ 日） ＃5 理事会 流会 

３日（ 土） 陸上競技部 OB 会主

催慰労会 

 

２ ２２日（ 日） ＃6 理事会 8 日（ 日） ＃4 ブロ ック会議  

３    

 

 















議案第 2 号 

令和 8 年度～1 0 年度神奈川西部支部 事業活動計画( 案)  

 

月 行 事 名 摘    要 

 

4  

会計監査 会計監査 

役員会 会運営関連行事と理事会準備 

理事会 会運営・決算・予算の確認 

５ 春季行事 体育会春季の応援 

 

６ 

 

支部総会  

全国支部長会 支部長出席 

女性部会 活動方針検討 

７ 役員会 全国支部長会報告 

８ 夏季行事 他支部協力行事参加 

９ 秋季行事 体育会秋季の応援 

１０ 女性部会行事  

支部行事 名所、旧跡めぐり 等 

１１ ホームカミ ングデー 駒澤校舎 

4 支部ブロ ック会議 箱根駅伝打ち合わせ等 

理事会 箱根駅伝打ち合わせ等 

１２ 理事会 箱根駅伝応援・４支部合同新年会準備 

（ 幹事支部 神奈川北部支部）  

１ 箱根駅伝応援・新年会 「 山のホテル」 新年会 

２ 理事会・新年会 年度末案件と新年度事業案 

３ 役員会 事業報告活動と決算、予算準備 

※令和 9 年度、1 0 年度の事業活動計画については、理事会において確認する 

 

参考 会則第 1 章より 抜粋 

（ 名称及び所在地） 省略 

( 目的)  

第 1 条 本会は、会員相互の親睦を図り 、母校の興隆発展を期し、行学一如の精神に則り 社会及び文化の発展に寄与する

ことを目的とする。 

( 事業)  

第 2 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う 。 

( １） 講演会、研修会並びに各種懇親会等の開催  

( ２)  同窓会本部及び各都道府県支部との連携調整と共同事業の開催 

（ ３） 卒業生への就職等の支援活動 

（ ４） 在学生への各種支援及び協力活動 

（ ５） 積極的な社会貢献活動の実施 

（ ６） その他必要と認める事項 

 

 

 

 



 

令和 8 年度 神奈川西部支部 会計予算（ 案）  

自  令 和8 年４ 月 １日 

至  令 和9 年３月３１日 

収入の部                     （ 単位 円）  

科  目 予 算 額 摘  要 

年会費収入 １５０,０００ ３，０００円×５０名 

年間活動支援金 １５０,０００ 同窓会本部より  

女性部会支援金 １００,０００ 上限１０万円 経費領収書提出 

行事収入 2 0 ０,０００ 支部行事参加費 

寄付金収入 １００,０００ 会員篤志 

雑収入       9 5 0  利息 

当期収入合計（ A）   7 0 0 ,9 5 0   

前期繰越金 1 ,0 5 2 ,8 0 3   

収入合計（ B ）     1 ,7 5 3 ,7 5 3   

 

支出の部 

科  目 予 算 額 摘  要 

会議費 2 0 0 ,0 0 0  役員会理事会等 

行事関連費 6 0 ０,０００ 西部支部・他支部・女性部会イベント 

事務用品費・消耗品費 1 1 ０,０００ コピー用紙・トナーインク・払込取扱票等 

広告宣伝費  ２5 ,０００ コマスポ広告（ 5 ,0 0 0 円増額）  

通信費 2 0 ０,０００ 郵送料、ハガキ 

旅費交通費  6 0 ,０００ 出張、交通費 

印刷費  1 0 ０,０００ 会報、案内状 

振込手数料  ２０,０００ 各種払込手数料 

雑費  4 ０,０００ 慶弔費含む 

当期支出合計（ C）   1 ,3 5 5 ,０００  

次期繰越金（ B ） ―（ C）  3 9 8 ,7 5 3   

 

周年事業準備金 

年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 備考 

金額 3 0 0 ,0 0 0  3 0 0 ,0 0 0  0  -6 0 0 ，0 0 0  特別事業費 

累計 3 0 0 ,0 0 0  6 0 0 ,0 0 0  6 0 0 ,0 0 0  0  - 

令和 9 年度、1 0 年度の予算（ 案） については、理事会において確認する 



議案第 3号 会則の改正について 

提案理由 

 現行規約では、支部長の任期は 3 年とし、2期 6 年を超えて在任することはできない（第

8 条）とあります。しかし、次期支部長候補者の立候補もなく、理事会選出（第 6条）にあ

たり苦慮する現状があることから、次の通り支部長の任期について、改正の提案をいたしま

す。  

 改正条項は、第 8 条 1項は、制定時の趣旨を尊重しそのままとし、第 2項に新たに新規条

項を追加し、現行の 2項以下は、順次繰り下げるものです。  

 

加えて第 10 条及び 11条の理事会、役員会に関する会則中、委任による者を出席と見做す定

めがないことから、その旨を 10条 6 項、11 条 3項として新たに加えるものです。 

 

 

（役員及び理事の選任） 

第1条 役員及び理事は、会員をもって、次の方法により選出する。 

（１） 支部長は、原則理事会で選出し、総会の承認を得る。ただし、それ以外の立候補者が

ある場合は、その者を含め理事会で選出する 

（２） ～（５）省略 

（役員及び理事の任期） 

第８条 支部長の任期は、３年とし再任を妨げない。ただし、原則２期６年を超えて在任

することはできない。役員及び理事の任期は３年とし、再任を妨げない。 

２ 前項に限らず、支部長は、立候補者がいない場合、再任を妨げず、その任期は、引続

き前項と同様とする。 

3～５（省略） 

 

（理事会） 

第 10 条 本会に役員及び理事をもって組織する理事会を置く。 

２ 理事会は、総会に次ぐ議決機関であり、本会事業の予算、決算その他必要な事項を審

議する。 

３ 理事会は、支部長が必要と認めたときこれを招集する。 

４ 理事会の議長は支部長が当たりる。 

５ 理事会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 

 ６ 委任の意向を示した理事は、理事会に出席したものとみなす。 

 

 

 

 

 



（役員会） 

第 11 条 本会に支部長・副支部長・事務局長・会計・監事・女性部会長をもって組織す

る役員会を置く。ただし、必要に応じて支部長に指名された理事は、役員会への出席が

認められる。 

２ 役員会は、理事会と同様の条件の下で、比較的日常的な課題や緊急を要する課題につ

いて審議し、本会の迅速かつ的確な運営を行う。ただし、役員会で決した事項は、次回

理事会で報告し承認を得るものとする。 

３ 委任の意向を示した役員は、役員会に出席したものとみなす。  

 

 

 



 

駒澤大学同窓会神奈川西部支部会則 

 
第1章 総 則 

 
(名称及び所在地) 
第1条 本会は、駒澤大学同窓会神奈川西部支部（別称「駒澤大学神奈川西部

同窓会」という。）と称し、事務局を神奈川西部支部内に置く。 
          
(目的) 
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の興隆発展を期し、行学一如の 
精神に則り社会及び文化の発展に寄与することを目的とする。 
 

(事業) 
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(１）講演会、研修会並びに各種懇親会等の開催  
(２) 同窓会本部及び各都道府県支部との連携調整と共同事業の開催 
（３）卒業生への就職等の支援活動 
（４）在学生への各種支援及び協力活動 
（５）積極的な社会貢献活動の実施 
（６）その他必要と認める事項 
 

第２章 会 員 
 

(会員) 
第4条 本会の会員は、次の通りとする。 
（１）正会員 神奈川西部支部内に居住する駒澤大学の大学・大学院・短期

大学（岩見沢・苫小牧短大含む）に在籍した者で、本会に入会手続き

をした者。ただし、支部外居住者で理事会の承認を受けた者はこの限

りでない。 
（２）賛助会員 本会の趣旨に賛同し、会員の推薦により理事会で承認した

者。 
第３章 役員及び会議 

 
(役員及び理事) 



第5条 本会に次の役員及び理事を置く。 
 （１）支部長   1 人 
 （２）副支部長  定数を定めず 
 （３）事務局長  1 人 
 （４）会計    2 人以内 
 （５）女性部会長 1 人 
 （６）監事    2 人以内 
２   理事    定数を定めず 
 
（役員及び理事の選任） 
第6条 役員及び理事は、会員をもって、次の方法により選出する。 
（１）支部長は、原則理事会で選出し、総会の承認を得る。ただし、それ以      

外の立候補者がある場合は、その者を含め理事会で選出する。 
（２）副支部長・事務局長・会計は支部長の推薦により理事会及び総会で承認

を得て、支部長が委嘱する。 
（３）女性部会長は、支部長の推薦により理事会及び総会で承認を得て、支部

長が委嘱する。 
（４）監事は、支部長の推薦により理事会及び総会で承認を得て、支部長が委

嘱する。 
（５）理事は、支部長の推薦により理事会及び総会の承認を得る。 

 
（役員及び理事の職務） 
第７条 役員及び理事の職務は次の通りとする。 
 （１）支部長は、本会を代表し、会務を総括する。 

  （２）副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、支部長より

指名された副支部長が職務を代理、代行する。または支部長の特命事項を

専任する。 
 （３）事務局長は、本会事務全般を統括し事務を処理する。 
 （４）会計は、本会の会計を掌る。 
 （５）女性部会長は、女性会員を代表し事務を処理する。 
 （６）監事は、本会の会計及び会務について監査し、その結果を総会に報告す

る。 
 （７）理事は、本会事業を推進するのに必要な企画と運営にあたる。 
（役員及び理事の任期） 
第８条 支部長の任期は、３年とし再任を妨げない。ただし、原則２期６年

を超えて在任することはできない。役員及び理事の任期は３年とし、再任



を妨げない。 
２ 前項に限らず、支部長は、立候補者がいない場合、再任を妨げず、その

任期は、引続き前項と同様とする。 
３ 役員は、任期満了の後でも後任の役員が選任されるまでは、なお、その

職務を行う。 
４ 役員に欠員が生じたときは、理事会において補充する。この場合の任期

は、前任者の残任期間とする。ただし、支部長が途中退任の場合は、役員

はそれに準じる。 
５ 役員がその職を自身の事情で果たせない場合は、自ら辞職するものとす

る。 
 
（顧問） 
第９条 本会に顧問を置くことができる。 
２ 前項の顧問は、理事会が推薦し支部長が委嘱する。 
 
（理事会） 
第 10 条 本会に役員及び理事をもって組織する理事会を置く。 
２ 理事会は、総会に次ぐ議決機関であり、本会事業の予算、決算その他必

要な事項を審議する。 
３ 理事会は、支部長が必要と認めたときこれを招集する。 
４ 理事会の議長は支部長が当たりる。 
５ 理事会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決

する。 
６ 委任の意向を示した理事は。理事会に出席したものとみなす。 
 
（役員会） 
第 11 条 本会に支部長・副支部長・事務局長・会計・監事・女性部会長をも

って組織する役員会を置く。ただし、必要に応じて支部長に指名された理

事は、役員会への出席が認められる。 
２ 役員会は、理事会と同様の条件の下で、比較的日常的な課題や緊急を要

する課題について審議し、本会の迅速かつ的確な運営を行う。ただし、役

員会で決した事項は、次回理事会で報告し承認を得るものとする。 
６ 委任の意向を示した役員は。役員会に出席したものとみなす。 
 
（議事録） 
第 12 条 会議の議事については、会議開催の日時及び場所並びに議決事項



及びその他の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 
２ 議事録は、常に事務局に備えて置かなければならない。 

第 4 章 最高議決機関 
 
 

（総会） 
第 13 条 総会は、本会の最高議決機関である。 
 
（招集） 
第 14 条 定期総会は、原則として 3 年に 1 回、支部長が招集する。 
２ 支部長が必要と認めた時は、臨時総会を開催することができる。 
 
（議案提出） 
第 15 条 総会の議案は、理事会で審議を経て提出する。 
 
（議決） 
第 16 条 総会の議案は、出席会員の過半数をもって決する。ただし、委任状

提出者は出席とみなす。 
 
（議案） 
第 17 条 次の各号に掲げる会務は、総会において審議決定する。 

  （１）役員の選任に関する事項 
  （２）予算及び決算に関する事項 
  （３）事業報告及び計画に関する事項 
  （４）会則の改廃に関する事項 
  （５）社会貢献活動に関する事項 
  （６）その他必要事項 

 
  第 5 章 会計及び会費 
 
（経費） 
第 18 条 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもって支弁する。 
 
（会費） 
第 19 条 本会の会費は、年間 3,000 円とする。 
２ 賛助会員の会費も同額とする。 



 
（会計年度） 
第 20 条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わ

る。 
  第 6 章 地 区 
 
（地区の設置） 
第 21 条 本会は支部を地域別に分割し地区を置くことができる。ただし地区

設置には理事会の承認を必要とする。支部は各地区に対して経済的支援を行

うことができる。 
 
（地区役員） 
第 22 条 地区に次の役員を置く 
 （１）地区長   １人    （２）幹事長   １人 
 （３）会計    １人    （４）監査    １人 
 
（地区役員の選任） 
第 23 条 地区役員は、理事をもって次の方法により選任する。 
 （１）地区長は、各地区の理事により推薦を受け理事会にて承認を得る。 
 （２）地区の幹事長・会計・監査は地区長より指名され理事会で承認を得

る。 
 
（地区役員の職務） 
第 24 条 地区役員の職務は次のとおりとする。 
 （１）地区長は、地区を代表し統括する。 
 （２）地区幹事長は、地区内の調整・実務を担当する。 
 （３）地区会計は、地区の会計を掌る。年度末の理事会で決算報告をする。 
 （４）監査は、地区の会計及び会務について監査し、その結果を理事会に報

告する。 
 
（地区役員の任期） 
第 25 条 地区役員の任期は 3 年とし、再任を妨げない。 
２ 地区役員は、任期満了の後でも後任の役員が選任されるまでは、なお、そ

の職務を行う。 
３ 地区役員に欠員が生じたときは、第 22 条において補充する。この場合の

任期は、前任者の残任期間とする。ただし、支部長または地区長が途中退任



の場合は、地区役員はそれに準じる。 
 
  第 7 章 その他 
 
（会則の改廃） 
第 26 条 本会則を改廃しようとする時は、理事会の議を経て、総会に於いて

出席会員の過半数の議決を得なければならない。ただし、本会則に定めのな

い事項は、理事会において協議決定する。 
 

附則 本会則は、平成２６年６月２０日から施行する。 
附則 本会則は、令和 ２年総会決議日から施行する。  
附則 本会則は、令和 ８年総会決議日から施行する。 



第3 号議案 資料

　現行規約では、支部長の任期は3 年とし、2 期6 年を超えて在任することはできない（ 第8 条） とあり ます。

しかし、次期支部長候補者の立候補もなく、理事会選出（ 第6 条） にあたり 苦慮する現状があることから、

次の通り 支部長の任期について、改正の提案をいたします。

　改正条項は、第8 条1 項は、制定時の趣旨を尊重しそのままとし、第2 項に新たに新規条項を追加し、現行

のとみなすこととすることを新たに設けます

※改正部分は大字とアンダーラインで表す。

【 現規定】 【 新規定】

（ 役員及び理事の任期） （ 役員及び理事の任期）

第８条　支部長の任期は、３年とし再任を妨げ 第８条　支部長の任期は、３年とし再任を妨げ

　ない。ただし、原則２期６年を超えて在任す 　ない。ただし、原則２期６年を超えて在任す

　ることはできない。（ 以下省略） 　ることはできない。（ 以下省略）

２前項に限らず、支部長は、立候補者がいない

場合、再任を妨げず、その任期は、引続き前項

と同様とする。

２役員は、任期（ 以下省略） ３役員は、任期（ 以下省略）

３役員に欠員が（ 以下省略） ４役員に欠員が（ 以下省略）

４役員がその職（ 以下省略） ５役員がその職（ 以下省略）

（ 理事会） （ 理事会）

第1 0 条　本会に役員及び理事をもって組織する理事

会を置く。

第1 0 条　本会に役員及び理事をもって組織する理事

会を置く。

２　理事会は、総会に次ぐ（ 以下省略） ２　理事会は、総会に次ぐ（ 以下省略）

３　理事会は、支部長が（ 以下省略） ３　理事会は、支部長が（ 以下省略）

４　理事会の議長は（ 以下省略） ４　理事会の議長は（ 以下省略）

５　理事会の議決は、（ 以下省略） ５　理事会の議決は、（ 以下省略）

６　委任の意向を示した理事は、理事会に出席し
たものとみなす。

（ 役員会） （ 役員会）

第1 1 条　本会に（ 以下省略） 第1 1 条　本会に（ 以下省略）

２　役員会は、（ 以下省略） ２　役員会は、（ 以下省略）

3 　委任の意向を示した役員は、役員会に出席し
たものとみなす。

現規定・新規定対照表（ 改正案）

駒澤大学同窓会神奈川西部支部会則　

の2 項以下は、順次繰り 下げるものです。加えて理事会、役員会に欠席する者が委任の意向を示した時には、出席したも



卒業年度 〒 住所

今福　恵美子 Ｓ４５ 2 4 3 -0 4 2 2 海老名市中新田3 -2 9 -4 4

大澤　隆司 Ｓ４８ 2 4 3 -0 0 3 2 厚木市恩名3 -2 4 -8

大野　祐司 Ｓ６０ 2 5 7 -0 0 3 1 秦野市曽屋6 8 2 -2

大塚　毅 H1 7 2 5 9 -1 3 1 7 秦野市並木町7 -4

小林　智人 Ｈ０４ 2 5 0 -0 0 5 5 小田原市久野2 9 6 -5

水船　邦雄 Ｓ５０ 2 5 7 -0 0 1 3 秦野市南が丘3 -4 -1 -6 -1 0 1

山岡　裕子 H1 4 2 4 3 -0 0 2 5 厚木市上落合7 0 7

顧問

氏名 役職 氏名

大野　祐司 支部長 相原　栄治

大澤　隆司 副支部長 佐藤　旺

小林　智人 事務局長 平田　文博

大塚　毅 会計

今福　恵美子 女性部会長

相原　栄治 監事 下番者　遠藤謙治、富澤浩一

山口　貞夫 監事

議案4 号

令和8 年度～1 0 年度支部の役員・理事・監事・顧問の選任について（ 案）

※監事は理事を兼務しない

役員・理事・監事・顧問の体制（ 案）

理事

役員



議案第 5 号 

本部会長候補者推薦の件 

 

※大石会長（ 現 2 期） が任期満了となることから、次期本部会長（ 任期令和 9 年度～1 1 年

度） 候補者について確認するものです。 

 

本部会長候補者  

（ 氏名） 大野祐司 （ 卒業年次及び学部学科）  昭和 6 0 年 3 月 法学部政治学科卒 

 

 

選出までのスケジュール 

令和 8 年 4 月 1 2 日 支部役員会で確認する 

令和 8 年 6 月 1 3 日 支部総会で提案し、神奈川ブロ ック会議に上程する承認を得る 

令和 8 年 1 1 月頃   神奈川ブロ ック会議で候補者１名に絞り 込む 

令和 9 年 1 月 1 7 日～2 月 1 日の間に本部に神奈川ブロ ックの候補者を報告 

令和 9 年 推薦委員会で候補者を１名選定 

令和 9 年 6 月全国支部長会で承認を得る 



議案第 6 号 

 

神奈川ブロック ブロック長候補者の推薦の件 

 

 神奈川ブロック長（任期令和 8 年度～10 年度）の西部支部の候補者の氏名の確認をする。 

ブロック長は神奈川 4 支部の支部長の中からブロック会議での協議を経て決定する。 

 

ブロック長候補者 

（氏名）大野祐司 （卒業年次及び学部学科） 昭和 60 年 3 月 法学部政治学科卒 


